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旭市低入札価格調査実施要綱  

 平成３０年１２月２６日  

旭市告示第１７３号  

改正  平成３１年４月２日告示第５４号  

改正  令和３年６月１日告示第８９号  

改正  令和４年３月３０日告示第４０号  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、市が発注する建設工事の契約の締結にあたり、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

第１６７条の１０第１項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって申込みをした者の申込みに係る価格によってはその

者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否

か、又は施行令第１６７条の１０の２第２項の規定により、落札者と

なるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約

の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するため

に実施する調査（以下「低入札価格調査」という。）の基準及び事務の

取扱いについて定めるものとする。  

（対象工事）  

第２条  低入札価格調査の対象となる建設工事（以下「対象工事」とい

う。）は、旭市建設工事総合評価方式実施要綱（平成３０年旭市告示第

１７２号）第２条の規定により選定された建設工事とする。  

（調査基準価格）  

第３条  低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準

価格」という。）は、予定価格算出の基礎として算定された別表第１の

左欄に掲げる費目ごとにそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額と

する。）の合計額（その額が、入札書比較価格（予定価格から消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）に基づく消費税及び地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）に基づく地方消費税に相当する額（以下「消費

税等相当額」という。）を減じた額をいう。以下同じ。）に１００分の

９２を乗じて得た額を超える場合にあっては１００分の９２を乗じて
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得た額とし、入札書比較価格に１００分の７５を乗じて得た額に満た

ない場合にあっては１００分の７５を乗じて得た額とする。）から１万

円未満の端数を切り捨てた額と当該額に消費税等相当額を加えた額を

基準として設けるものとする。  

２  工事又は製造の請負の性質上前項の規定により難いものについては、

前項に規定する算出方法にかかわらず、入札書比較価格に１００分の

９２を乗じて得た額から入札書比較価格に１００分の７５を乗じて得

た額の範囲内で適宜の額から１万円未満の端数を切り捨てた額と当該

額に消費税等相当額を加えた額とする。  

３  調査基準価格を設定した場合は、予定価格調書の予定価格欄に併記

するものとする。  

４  調査基準価格を設定した場合は、入札終了後に公表するものとする。 

（失格判定基準）  

第４条  調査基準価格を下回る価格で入札をした者（以下「調査対象者」

という。）のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

基準（以下「失格判定基準」という。）のいずれかに該当する者は、

失格とする。  

⑴  価格失格判定基準  予定価格算出の基礎として算定された別表

第２の左欄に掲げる費目ごとにそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗

じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額とする。）のいずれかについて、入札に際して提出した

工事費内訳書の当該費目の額が下回るとき。  

⑵  価格失格判定基準以外の失格判定基準  別表第３の中欄に掲げ

る項目ごとにそれぞれ当該右欄に掲げる内容（以下「価格失格判定

基準以外の失格判定基準」という。）に該当するとき。  

２  工事又は製造の請負の性質上、前項第１号の規定により難いものに

ついては、価格失格判定基準を定めないことができる。  

（入札参加者への周知）  

第５条  対象工事の入札を執行するときは、入札参加者に対し、次の各

号に掲げる事項を周知するものとする。  

⑴  調査基準価格が設定されていること。  
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⑵  失格判定基準を設定した場合は、その基準が設定されていること

及びその規定により失格となること。  

⑶  第一順位者が調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札

者の決定を保留とし、調査実施のうえ後日落札者を決定すること及

び入札参加者に対しその決定の通知をすること。  

⑷  調査対象者は、第一順位者であっても必ずしも落札者とならない

場合があること。  

⑸  調査対象者は、事後の事情聴取等の調査に協力すべきこと。なお、

第一順位者でなくとも事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に

協力しない者は、入札を無効とすること。  

⑹  調査対象者は、開札をした日の翌日から起算して５日（旭市の休

日に関する条例（平成１７年旭市条例第２号）に定める休日（以下

「休日」という。）を含まない。）以内に、低入札価格調査の実施者

から指示された書類を提出しなければならないこと及び第一順位

者でなくとも提出しなければならず、規定の期限までに提出しない

者は入札を無効とすること。  

⑺  調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る

契約の保証の額は、請負代金額の１０分の３以上とすること。  

⑻  調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る

前払金は、請負代金額の１０分の２以内とすること。  

（入札の執行）  

第６条  入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、

市長は落札者の決定を保留し、落札者は後日決定する旨を宣言し入札

を終了するものとする。なお、第一順位者が複数である場合は、ちば

電子調達システム（以下「電子入札システム」という。）による電子く

じにより第一順位者を１者に確定した後に行うものとする。  

２  前項の規定による落札者の決定を保留する旨の宣言及び落札者は後

日決定する旨の告知は、電子入札システムにより、保留通知書を発行

することをもって代えるものとする。  

（低入札価格調査の実施）  

第７条  市長は、全ての調査対象者（第４条第１項第１号に規定する基
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準により失格となった者を除く。次項において同じ。）から、次の各

号に掲げる事項について、事情聴取、関係機関への照会等により調査

を行うものとする。  

⑴  当該価格により入札した理由  

⑵  入札価格の内訳書  

⑶  調査対象工事付近及び関連する工事における手持工事の状況  

⑷  調査対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関係  

⑸  手持資材の状況  

⑹  資材購入先及び購入先と入札者との関係  

⑺  手持機械の状況  

⑻  労務者の具体的配置の見通し  

⑼  過去に施工した公共工事の名称及び発注者  

⑽  建設副産物の搬出地  

⑾  建設副産物の搬出及び資材（機材）等の搬入に関する計画  

⑿  経営状況  

⒀  次に掲げる事項に基づく信用状況  

ア  建設業法違反の有無  

イ  賃金不払いの状況  

ウ  下請代金の支払遅延状況  

エ  その他  

⒁  その他必要と認める事項  

２  市長は、前項の調査を行うときは、全ての調査対象者に対して、低

入札価格調査報告書等の提出について（第１号様式）により通知し、

低入札価格調査報告書及び誓約書（第２号様式）及び同意書（第３号

様式）、又は低入札価格調査報告書及び誓約書に代わる届出（第２号

様式の２）の提出を求めるものとする。  

３  市長は、前項の通知に定める期限までに低入札価格調査報告書及び

誓約書を提出しない者がいる場合、又は低入札価格報告書及び誓約書

に代わる届出を提出した者がいる場合は、調査を実施せず、当該調査

対象者が行った入札は無効とする。  

４  市長は、調査対象者に対して契約の内容に適合した履行がされるか
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を確認するため、必要な書類が提出された後に事情聴取を行うことが

できる。なお、事情聴取は必要に応じて複数回実施することができる

ものとする。  

５  市長は、第１項第１２号及び第１３号に掲げる事項について、必要

があるときは、取引金融機関等に対して調査を実施するものとする。 

（低入札価格調査表の作成及び調査報告）  

第８条  市長は、前条に規定する調査を行ったときは、当該調査の結果

が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるも

のとして、価格失格判定基準以外の失格判定基準に該当するか否かを

判断し、かつ、当該調査等の結果に基づき、低入札価格調査表（第４

号様式）を作成し、内容をもとに調査対象者と契約するか否かについ

て、旭市建設工事等入札参加資格委員会（以下「委員会」という。）へ

報告し、意見を聴かなければならない。  

（価格失格判定基準以外の失格判定基準該当の決定）  

第９条  市長は、低入札価格調査結果について、委員会の意見を踏まえ

て、価格失格判定基準以外の失格判定基準に該当するか否かを決定す

るものとする。  

（落札者の決定）  

第１０条  市長は、委員会において審査された低入札価格調査結果につ

いて、価格失格判定基準以外の失格判定基準に該当しないと決定した

者のうち、第一順位者である調査対象者が、契約の内容に適合した履

行がされないおそれがないと認められ、かつ、当該調査対象者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと

認めるときは、当該調査対象者を落札者として決定するものとする。  

２  第一順位者である調査対象者が、契約の内容に適合した履行がされ

ないおそれがあると認められるとき、又は当該調査対象者と契約を締

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し

く不適当であると認められるときは、当該調査対象者の行った入札は

失格とする。  

３  前項の場合においては、次の各号に定めるところにより落札者の決

定を行うものとする。  
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⑴  第二順位者が、調査対象者以外の者であって予定価格の範囲内の

価格をもって入札をしたものであるときは、当該第二順位者を落札

者として決定するものとする。  

⑵  第二順位者が調査対象者であるときは、前２項及び前号の規定を

準用して落札者を決定するものとし、第三順位以降についても同様

とする。  

４  前３項の規定によっても落札者が決定せず、調査対象者以外の者に

よる入札のうち最低の入札価格が、予定価格の範囲内に達していない

場合は、再度入札を執行する。ただし、当該調査に付することとなっ

た入札が再度の入札であるときは、当該入札は打ち切るものとする。  

（落札者への通知）  

第１１条  市長は、前条の規定により落札者が決定したときは、当該落

札者にその旨を通知するとともに、落札者以外の入札者のうち有効な

入札を行った者に対しても同様の通知を行うものとする。  

（契約保証金の増額）  

第１２条  調査対象者であって、落札者となったもの（以下「低入札価

格落札者」という。）との契約にあっては、請負代金額の１０分の３

以上を納付するものとする。  

（前払金に対する制限）  

第１３条  低入札価格落札者は、契約締結後に請求できる前払金は請負

代金額の１０分の２以内とする。  

（監督体制の強化等）  

第１４条  低入札価格調査の結果、低入札価格落札者との契約にあって

は、次の各号に掲げる措置をとるものとする。  

⑴  監督職員は、契約金額にかかわらず、施工体制台帳の作成及び提

出を求めるとともに、技術者の配置、下請契約に関する状況等につ

いて重点的に確認を行う。  

⑵  監督職員が、当該工事に係る監督業務において段階確認、施工の

検査等を実施するに当たっては、立会いを原則として入念に行うも

のとする。この場合において、あらかじめ提出された施工体制台帳

及び施工計画書等の記載内容に沿った施工等が実施されているか否
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かの確認を行い、実際の施工等が記載内容と異なる場合は、その理

由等について確認し適切な指導を行うものとする。  

（その他）  

第１５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （旭市低入札価格調査試行実施要綱の廃止）  

２  旭市低入札価格調査試行実施要綱（平成２２年旭市告示第５５号）

は、廃止する。  

 

附  則（平成３１年４月２日告示第５４号）  

 この告示は、公示の日から施行する。  

附  則（令和３年６月１日告示第８９号）  

 この告示は、令和３年６月１５日から施行する。  

附  則（令和４年３月３０日告示第４０号）  

この告示は、令和４年４月１日から施行する。  

別表第１（第３条関係）  

費目  左に含む費用  乗ずる率  

直接工事費  直接工事費、直接製作費、機器単体費、

処分費等  

１００分の９７  

共通仮設費  共通仮設費、間接労務費等  １００分の９０  

現場管理費  現場管理費、工場管理費、据付間接費、

設計技術費、機器間接費等  

１００分の９０  

一般管理費  一般管理費等  １００分の６８  

 備考  

１  各費目の額は、消費税等相当額を含まない。  

２  左欄に掲げる費目ごとにそれぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た

額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

別表第２（第４条関係）  
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費目  左に含む費用  乗ずる率  

直接工事費  直接工事費、直接製作費、機器単体費、

処分費等  

１００分の７５  

共通仮設費  共通仮設費、間接労務費等  １００分の７０  

現場管理費  現場管理費、工場管理費、据付間接費、

設計技術費、機器間接費等  

１００分の７０  

一般管理費  一般管理費等  １００分の３０  

 備考  

１  各費目の額は、消費税等相当額を含まない。  

２  左欄に掲げる費目ごとにそれぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た

額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

別表第３（第４条関係）  

番号  項目  内容  

１  
見積数量が適正でない場
合  

市が示した設計図書等に計上した設計数量を
満足していない場合  

２  
品質・規格が適正でない
場合  

材料・製品について、市が示した設計仕様に
適合した品質・規格を満足していない場合  

３  
労務単価が適正でない場
合  

労務単価について、法定最低賃金を下回って
いる場合  

４  
工事費内訳書算出根拠が
適正でない場合  

①算出根拠が明確でない場合  
②下請、資材購入又は機械借上げに係る見積
額を下回る積算額が計上されている場合  

③下請、資材購入又は機械借上げに係る見積
金額が過去に取引をした実績のある価格を
基礎として見積られておらず、工事費内訳
書記載金額が不当に低額に設定されたこと
が明白である場合  

５  
建設副産物の処理が適正
でない場合  

①建設副産物について処理費用が計上されて
いない場合  

②建設副産物の処理費用が計上されている場
合であっても、当該処理費用算出根拠が示さ
れていない場合又は過去の取引実績より今
回取引予定額が低額である場合において、そ
の根拠が明確でない等不当に低額な費用が
計上されている場合  

６  
上記のほか、適正な工事
の履行がされない恐れが
あると認められる場合  

①入札日から過去１年以内において、賃金不
払い等で送検（労働基準監督署から検察庁
への書類送検）を受けている場合（ただし、
不起訴となった場合を除く。）  

②入札日から過去１年以内において、建設工
事紛争審査会から下請代金の未払い等で支
払いを命じる仲裁判断が出された場合（た
だし、和解的仲裁判断は除く。）  

③その他  
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第１号様式（第７条関係） 

  年  月  日 

 

（低入札価格調査対象者）様 

 

旭市長   

（公印省略） 

低入札価格調査報告書等の提出について 

 

  年  月  日に執行した「    工事」の入札において、貴社が旭市低入札価格

調査実施要綱第７条における調査対象者となりましたので、下記のとおり書類を提出して

ください。 

 

記 

１．提出書類 

  次のいずれかの書類を提出してください。 

  （１）「低入札価格調査報告書及び誓約書」（第２号様式）及び提出書類 

並びに同意書（第３号様式） 

  （２）「低入札価格調査報告書及び誓約書に代わる届出」（第２号様式の２） 

 

２．提出期限及び提出先 

    年  月  日  時までに旭市役所財政課へ提出 

   

３．留意事項 

  （１）「低入札価格調査報告書及び誓約書」を提出した場合 

必要に応じて、期日等を指定して事情聴取を行います。当該期日等については、別途通知

します。 

  （２）「低入札価格調査報告書及び誓約書に代わる届出」を提出した場合 

     低入札価格調査を中止し、貴社の入札を無効とします。 

  （３）その他 

     提出期限までに上記（１）または（２）を提出しない場合は、貴社の入札を無

効とします。 
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第２号様式（第７条関係） 

年  月  日 

旭市長 様 

住    所               

商号又は名称               

代表者氏名             印 

 

低入札価格調査報告書及び誓約書 

 

年 月 日に入札した「    工事」に関して、入札書に記載した入札金額に対応した

積算内容について、以下のとおり報告します。なお、当該報告書の内容については、事実

と相違ないことを誓約します。 

１．提出書類（※該当がない場合は提出不要） 

    項   目  提出の有無 

（１）当該価格により入札した理由 別紙１  

（２）入札価格の内訳書、内訳書に対する明細書 別紙２（その１） 

（その２） 

 

（３）手持工事の状況 別紙３※  

（４）調査対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連 別紙４※  

（５）手持資材の状況 別紙５※  

（６）資材購入先及び購入先と入札者との関係 別紙６※  

（７）手持機械の状況 別紙７※  

（８）労務者の具体的配置の見通し 別紙８  

（９）過去に施工した公共工事の名称及び発注者 別紙９  

（１０）建設副産物の搬出地 別紙１０※  

（１１）建設副産物の搬出及び資材（機材）等の搬入に関す

る運搬計画書 

別紙１１※  

２．信用状況 

項 目 内 容 該当の有無 

建設業法違反の 

有無 

入札日から過去１年以内において、建設業法違反による行政処分を

受けた。 

 

賃金不払いの状況 入札日から過去１年以内において、賃金不払い等で送検（労働基準

監督署から検察庁への書類送検）を受けた。 

（不起訴となった場合を除く。） 

 

下請代金の支払 

遅延状況 

入札日から過去１年以内において、建設工事紛争審査会から下請代

金の未払い等で支払を命じる仲裁判断を受けた。（和解的仲裁判断

は除く。） 

 

その他 入札日から過去１年以内において、その他の行政処分等を受けた。  
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別紙１ 

当該価格により入札した理由 

 

工事名 

  

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当該価格で入札した理由を、労務費、手持工事の状況、当該工事現場と事務所・倉庫と

の関係、手持資材の状況、手持機械の状況、下請会社等の協力等の面から記載する。 

なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工をすることは当然である。 
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別紙２（その１） 

入札価格の内訳書 

工 事 名：             

工 事 場 所：             

入札参加者名：          

工事区分･工種・種別 単位 数 量 金 額 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

直接工事費     

共通仮設費     

純工事費     

現場管理費     

工事原価     

一般管理費     

工事価格     

・見積等積算根拠を示すものがあれば添付する。 

・任意の様式を使用する場合は、入札公告に指示された内容を全て記載すること。 
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別紙２（その２） 

内訳書に対する明細書 

工 事 名：             

工 事 場 所：             

入札参加者名：          

工事区分･工種･種別･細別 規格 単位 数量 単 価 金 額 備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

・ この様式は積算内訳書の明細を記入する。 
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別紙３ 

手持工事の状況 

対象工事現場付近 

工 事 名 発 注 者 工 期 金 額 備 考 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

・対象工事現場付近(半径１０ｋｍ程度)での手持工事の件名を記入し、その工事の場所が図

面上で確認できること。 

また、対象工事の位置も記入すること。図面の縮尺は問わない。 

 

対象工事関連 

工 事 名（工事地先名） 発 注 者 工 期 金 額 備 考 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

・対象工事の同種又は同類の手持工事名を記入する。 

 



15 

別紙４ 

調査対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分かりやすい地図で調査対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連が明確になる

ように記入する。 

 また、所在地も明らかにする。縮尺は問わない。 
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別紙５ 

手持資材の状況 

 

品  名 規格・型式 単位 手持数量 
本工事での

使用予定量 

不足数量の

手当方法 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

・手持資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。 
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別紙６ 

資材購入先及び購入先と入札者との関係 

 

工 種 

種 別 

品 名 

規 格 

単

位 

数

量 

購 入 先 

業 者 名 所 在 地 入札者との関係 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

・入札者との関係欄については、購入先予定業者との関係を記入する。 

なお、関係を証明する規約、登録書等があれば添付する。 

(例) 協力会社、同族会社、資本提携会社等 
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別紙７ 

手持機械の状況 

 

機械の名称 
規格・型式 

能力・年式 
数 量 メーカー名 現在の利用状況 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

・主に当該工事に使用する予定の手持機械の状況を記入する。 
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別紙８ 

労務者の具体的配置の見通し 

 

工 種 職 種 単 価 員 数 
下請け会社との関係 

下請け会社名等 

(例) 

土 工 

      

普通作業員 

 

〇〇〇円 

３０人 

（１０） 

協力会社 

㈱〇〇〇〇 

 

  配管工 

配管工･ 

普通作業員 

 

〇〇〇円 

２０人 

（５） 

〇〇会メンバー 

 〇〇〇〇㈲ 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

・員数欄で、自社労務者と下請労務者とを区分し、自社労務者は、（ ）内に記入する。 

・労務単価についても記入する。 
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別紙９ 

過去に施工した公共工事の名称及び発注者 

 

 

公共工事名 

 

  

 

発注機関名 

 

  

 

工 事 場 所 

 

  

 

契 約 金 額 

 

  

 

契 約 工 期 

 

  

 

工 事 成 績 

 

  

 

備   考 

 

                                                           

・過去５年以内の受注工事を記載し、その中で低入札調査を受けた工事については備考欄

にその旨を記入する。 

・本市発注工事以外の工事の場合には、契約書､工事費内訳書、施工体制台帳等の写しを添

付する。 
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別紙１０ 

建設副産物の搬出地 

 

建設副産物 
数量 

（㎥） 
受入れ予定箇所 受入れ会社 

受入れ価格

（単価） 

運搬距離 

（ｋｍ） 
備考 
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別紙１１ 

建設副産物の搬出及び資材（機材）等の搬入に関する運搬計画書 

 

品名 運搬予定

者 

規格・ 

形式 

単位 数量 使用 

予定量 

（台

数） 

受入れ 

予定箇所

又は 

工事理由 

運搬距

離 

（ｋ

ｍ） 

運搬予定者へ

の支払い予定

額 

（円／日・台当

り） 

備考 

○○ ○○建

設 

Dt 

10t 

㎥ 1,000 150 ○○処分

場 

5 4,000  

●●殻 ●●運

送 

Dt 

10t 

㎥ 100 25 ●●処理

場 

25 40,000  
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第２号様式の２（第７条関係） 

年  月  日 

旭市長 様 

住    所               

商号又は名称               

代表者氏名             印 

 

担当者氏名               

連 絡 先               

 

低入札価格調査報告書及び誓約書に代わる届出 

 

対象工事名：                              

 

   年  月  日付で上記案件に係る「低入札価格調査報告書等の提出につい

て」の通知を受けましたが、次の理由により「低入札価格調査報告書及び誓約書」

を提出しないことを届け出ます。 

 この結果、低入札価格調査が中止となり、弊社の本案件入札が無効となることを

承諾します。 

 

「低入札価格調査報告書及び誓約書」を提出しない理由 

１．「低入札価格調査報告書及び誓約書」について、所定の要件を満たす報告書の

作成が困難であることが明らかになったため。 

  （                                ） 

２．入札後に発生した事情により、入札条件・契約条件を満たすことができないと

明らかになったため。 

  （                                ） 

３．その他 

 （                                ） 

 

 

提出における注意 

①提出しない理由の内容により、不利益な取扱いを受けることはありません。 

②提出しない理由のうち、該当する番号に○を付け、括弧内に具体的な内容を記載

してください。 

③不明な点がある場合は、担当者に聞き取りを行います。 
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第３号様式（第７条関係） 

 

 

同 意 書 

 

 旭市が実施する低入札価格調査において、旭市が取引金融機関等に対して弊社

の経営状況調査を行うことに同意します。 

 

年  月  日 

 

旭市長 様 

 

住    所               

商号又は名称               

代表者氏名             印 
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第４号様式（第８条関係） 

低 入 札 価 格 調 査 表 

 

工 事 の 名 称  

工 事 箇 所  

調 査 対 象 者 商 号 又 は 名 称  

所在地又は住所  

入 札 価 格                            円 

調 査 基 準 価 格                            円 

予 定 価 格                            円 

入 札 日  

 

調 査 項 目 調 査 内 容 

⑴当該価格により入札した理由 別紙１ 

⑵入札価格の内訳書 別紙２ 

⑶手持工事の状況 別紙３ 

⑷調査対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫

等との関連 

別紙４ 

⑸手持資材の状況 別紙５ 

⑹資材購入先及び購入先と入札者との関係 別紙６ 

⑺手持機械の状況 別紙７ 

⑻労務者の具体的配置の見通し 別紙８ 

⑼過去に施工した公共工事の名称及び発注者 別紙９ 

⑽建設副産物の搬出地 別紙１０ 

⑾建設副産物の搬出及び資材（機材）等の搬

入に関する運搬計画書 

別紙１１ 

⑿経営状況  

 

⒀信用状況 

 

・建設業法違反の有無  

・賃金不払いの状況  

・下請代金の支払遅延状況  

・その他  

 


